
　　

陸
上
・
海
上
・
航
空
自
衛
隊
の
幹
部

候
補
生
を
募
集
し
ま
す
。

条
平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
で
20
歳
以

上
26
歳
未
満
の
人
（
22
歳
未
満
は
大
卒
者

お
よ
び
大
卒
見
込
み
を
含
み
、
短
期
大

学
を
除
く
／
大
学
院
修
士
課
程
修
了
者

お
よ
び
修
了
見
込
み
の
人
は
28
歳
未
満

で
も
可
）
　

募
４
月
１
日
（
日
）
〜
５
月
11

日
（
金
）・
一
次
試
験
＝
５
月
19
日
（
土
）

問
自
衛
隊
鳥
取
募
集
案
内
所 

（
０
８

５
７
）26
ー

４
０
１
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文
化
セ
ン
タ
ー
の
２
階
に
文
化
活
動

ブ
ー
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ブ

ー
ス
は
、
文
化
芸
術
の
振
興
を
目
的
に
，

公
益
的
な
活
動
を
行
う
団
体
な
ど
の
活

動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

光
熱
水
費
は
不
要
で
、
冷
暖
房
完
備
の

利
用
団
体
専
用
有
料
ブ
ー
ス
で
す
。
使

用
期
間
は
、
６
月
１
日
か
ら
平
成
20
年

３
月
31
日
ま
で
で
す
。
※
利
用
団
体
は
、

選
考
の
う
え
決
定
。
ま
た
、
ブ
ー
ス
の

見
学
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
問

い
合
わ
せ
を

対
市
内
を
活
動
拠
点
と
し
て
、
文
化
芸

術
活
動
を
行
っ
て
い
る
非
営
利
団
体　

数
２
ブ
ー
ス
（
８
平
方
㍍
／
ブ
ー
ス
）　

料
１
０
０
０
０
円
／
月　

募
４
月
２
日

（
月
）か
ら
５
月
１
日（
火
）（
土
・
日
・
祝

日
を
除
く
）ま
で
／
生
涯
学
習
課
（
文
化

セ
ン
タ
ー
内
・
吉
方
温
泉
三
丁
目
）
に
配

置
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
団
体
規
約

や
総
会
資
料
な

ど
活
動
内
容
が

分
か
る
資
料
を

添
付
し
、
持
参

で　

問
生
涯
学

習
課 

（
文
化
セ
ン

タ
ー
内
）

（
０

８
５
７
）20
ー

３

３
６
１

　　　

市
指
定
の
保
存
樹

木
や
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
て
い
る
神

社
の
森
な
ど
を
観
察

し
ま
す
。

時
５
月
15
日
（
火
）

容
バ
ス
移
動
／
市
役
所
出
発
（
９
：
00
）

〜
二
ノ
丸
の
マ
ツ
（
鹿
野
町
・
城
山
公

園
）
な
ど
８
カ
所
程
度
観
察
〜
市
役
所

着
（
15
：
30
）
　

員
40
人
（
先
着
順
）　

料

無
料
（
昼
食
、
水
筒
、
雨
具
は
各
自
で

用
意
）　

募
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

明
記
の
う
え
、
往
復
は
が
き
で　

申
市

役
所
本
庁
舎
環
境
政
策
課
内 

（
０
８

５
７
）20
ー

３
１
７
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自
衛
隊
幹
部
候
補
生

末広通り至本通り

▼

至立川 ▼

鳥取駅 八坂鳥取駅

山
白
川

八坂

▼

▼
京都 ▼

至鳥取駅

▼

国体道路

JR山陰線

●歯科医師会館

永楽通り

鳥取市
文化センター

In
fo

r
m

a
tio

n

募　集

文
化
活
動
ブ
ー
ス
（
文
化
セ
ン

タ
ー
）
利
用
団
体

名
木
・
古
木
観
察
会

国保料納付・納付相談休日窓口開設
　平日に来庁が困難な人のため、保険料納付や納付相談
の窓口を下記のとおり開設しますので、ご利用ください。

4月 22日（日） 5月27日（日）

9：00～ 17：00 9：00～ 17：00
ところ　市役所駅南庁舎 1階保険年金課
　　　　国民健康保険料窓口（16番窓口）
内　容　 ▽国民健康保険料の収納
　　　　 ▽国民健康保険料の納付相談

問い合わせ先　市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）20-3483
問い合わせ先　鳥取社会保険事務所 （0857）27－8311
　　　　  市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）20－3484

 国民年金保険料が変わります
19年度は、月額1 万4100 円
　少子高齢化が進む中、将来の給付と負担のバランスを
図るため、平成 17年度から平成 29年度まで、毎年、段
階的に国民年金保険料を引き上げます。これにより、19
年度の保険料は、これまでの月額 1万 3860 円から 1万
4100 円になります。
　なお、4月中に 20 年 3 月までの 1年分を一括して納
めた場合は16万 6200円で毎月現金で納付した場合に比
べて 3000 円割引になります。
※納付書は、4月上旬に郵送します。

　国民年金保険料の納付が困難な学生を対象に、保険料
の納付を猶予（延期）する学生納付特例制度があります。
新たに 19 年度からこの制度を受けようとする人、およ
び 19 年度も継続してこの制度を受ける人は、５月末ま
でに下記のものを持参のうえ、市役所駅南庁舎保険年金
課（18番窓口）または、各総合支所福祉保健課で申請また
は更新手続きをしてください。

△

年金手帳または年金保険料納付書　△

学生証または在学証明書（申請する年度に発行された
　もの）※

本人以外が届け出する場合は、本人の印が必要となり
ます。

※特例期間は障害基礎年金などの受給資格対象期間に算
入されますが、年金受給額には反映されません。特例を
受けてから 10 年以内は納付（追納）できますので、早
めの納付をお勧めします。なお、その場合、３年度目以
降は保険料に猶予期間の利息相当額が加算されます。

 学生納付特例の
手続きはお早めに

申請に必要なもの申請に必要なもの
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水道局職員を装った悪質業者に水道局職員を装った悪質業者に
ご注意を！ご注意を！
　水道局の職員を装ったり、水道局から依頼されたな
どと偽って、浄水器の設置や給水管の清掃作業を行う
などの悪質な商法によるトラブルが発生しています。
　水道局では、次のようなことは一切していませんので、
ご注意ください。

▽ 家庭を訪問し、物品（浄
水器など）の販売や給水管
の清掃を行う。

▽一方的に水質検査や水道
工事に訪れて、料金を請求する。
　水道局の職員は、「顔写真入りの証明書」を常に携
帯しています。不審な点がある場合は、証明書の提示
を求めるか、その場で水道局にお問い合わせください。

　水道管は、みなさんに安全でお
いしい水をお届けするために大切
な役割を果たしています。
　水道局では、道路に埋設されて
いる古くなった水道管を災害に強い
水道管に計画的に取り替える工事
や水道管移設工事を行っています。
通行規制や一時的な断水により、ご迷惑をおかけする
場合がありますが、ご協力をお願いします。

知水道局からのお　　らせ水道局からのお　　らせ

水道工事にご協力を水道工事にご協力を
　　　　　お願いします！　　　　　お願いします！

■問い合わせ先■問い合わせ先　　鳥取市水道局　 鳥取市水道局　  （0857）53-7811 （0857）53-7811

4月・5月無料相談

：日常生活の中での疑問、困り事など（くらし110番相談員応対）
：毎週月（祝日の場合は翌日）・金曜日13：00～ 17：00
：市役所駅南庁舎

：人権問題などに関すること（市人権推進課相談員応対）
：4/12（木）・24（火）、5/10（木）・22（火）13：00～16：00
：4/12・5/10＝市役所本庁舎、4/24・5/22 ＝市役所駅南庁舎

：高齢社会課職員応対
：4/9（月）、5/14（月）9：00～ 12：00
：市役所本庁舎

：保険年金課職員応対
：4/17（火）9：00～ 12：00
：市役所本庁舎

：保険年金課職員応対
：5/22（火）9：00～ 12：00
：市役所本庁舎

：雇用・求人・求職に関すること（雇用アドバイザー応対）
：4/26（木）、5/24（木）13：00～ 16：00
：市役所駅南庁舎

：採用から退職までの労働および社会保険、老後の
　生活設計などに関すること（社会保険労務士応対）
：4/11（水）、5/9（水）13：00～ 16：00
：4/11 ＝市役所本庁舎、5/9 ＝市役所駅南庁舎

：健康管理、健康増進に関すること（保健師などが応対）
：4/2（月）、5/7（月）9：00～ 12：00
：市役所本庁舎

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

内　容

と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

■くらし110番相談　※市役所本庁舎ではくらし110番相談室を常設

■人権相談

■介護保険に関する相談

■老人医療・特別医療に関する相談

■国民年金に関する相談

■雇用相談

■労働・社会保険に関する相談

■健康相談

：不動産鑑定士応対
：4/13（金）13：00～ 16：00
：市役所本庁舎

：土地家屋調査士応対
：4/19（木）、5/17（木）13：00～ 16：00
：4/19 ＝市役所本庁舎、5/17 ＝市役所駅南庁舎

：生活上の困りごと相談（社会福祉協議会相談員応対）
：4/4・18（水）、5/2・16（水）13：00～ 17：00
：市役所駅南庁舎

：法律全般
：5/15（火）・31（木）13：00～ 16：00
：5/15 ＝市役所本庁舎、5/31 ＝市役所駅南庁舎
：5/8（火）［5/15分］、5/24（木）［5/31分］8：30～電話にて先着順

：一般（健康・育児など）、法律（離婚・相続・セクハラなど）
：一般＝5/10（木）・12（土）13：00～ 15：00
　法律＝5/7（月）13：00～16：00、16（水）・25（金）9：00～12：00
：5/7・12・16＝男女共同参画センター（西町二丁目）
　5/10 ＝市役所駅南庁舎
：4/20（金）8：30～先着順

：植物に関する疑問、管理・育成など
：5/10・24（木）13：30～ 16：00
：市役所駅南庁舎 1階入り口ホール（新日本海新聞社側）

：人権問題全般（人権擁護委員応対）
：4/20（金）、5/20（日）13：00～ 16：00
：さざんか会館（富安二丁目）

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ
予　約

内　容
と　き

ところ

予　約

内　容
と　き
ところ

内　容
と　き
ところ

■土地・建物の価格や賃料などに関する相談

■土地境界に関する相談

■社会福祉協議会一般相談

市民総合相談窓口『専門相談』
問い合わせ先　市役所市民総合相談課 （0857）20－3158
※各専門相談は当日受付となりますので、本庁舎総合案内所（本
庁舎分）、駅南庁舎総合窓口（駅南庁舎分）にお申し出ください。

法律相談　※4月分は3月15日号に掲載
問い合わせ先　市役所市民総合相談課 （0857）20－3158

女性なんでも相談　※4月分は3月15日号に掲載
問い合わせ先　男女共同参画センター （0857）24－2704

緑の相談室　※4月分は3月15日号に掲載
問い合わせ先　県造園建設業協会東部支部 （0857）24－5221

特設人権相談
問い合わせ先　鳥取地方法務局人権擁護課 （0857）22－2289

無料相談無料相談
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